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Ⅱ．インドネシア 
 
１．商標法の動向等 
 
 インドネシアでは、2018 年 1 月 2 日からマドリッド協定議定書（以下、「議定書」

という。）が発効している73。 
 
 インドネシアでは、国内法として、インドネシア商標法（以下、「商標法」という。）

（2016 年 11 月 25 日改正、施行）が存在する。また、国内の商標登録出願等の取扱

いについて規定したインドネシア商標規則（以下、「商標規則」という。）（2017 年 2
月 1 日施行）が存在する。また、議定書に基づく国際商標登録に関するインドネシア

規則（以下、「政令」という。）（2018 年 6 月 6 日交付）も別途規定されている。 
原文（インドネシア語）については、インドネシア知的財産総局（DGIPR）のウェブ

サイト74,75,76から閲覧可能であり、一部は英語・日本語等による参照も可能である77,78。 
 また、WIPO が提供する Madrid Member Profiles Database から、各締約国にお

ける国際商標登録手続等の情報等を取得することができる79。 
 
２．標章の定義 
 
商標とは、商品及び／あるいは役務の商業活動において、個人あるいは法人が製造

した商品及び／あるいは役務を差別化するための、二次元及び／あるいは三次元の絵、

ロゴ、 名称、言葉、文字、数字、色の構成、音声、ホログラム、あるいは上記の要素

                                                   
73 WIPO Madrid Information Notices (No.17/2017、No.22/2017) 

https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2017/madrid_2017_17.pdf (アクセス確認: 2020 年 1 月 10 日) 
https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2017/madrid_2017_22.pdf (アクセス確認: 2020 年 1 月 10 日) 

74 商標法(インドネシア語) (DGIPR): 
 https://dgip.go.id/images/ki-images/pdf-

files/merek/uu_pp/UU%20no%2020%20tahun%202016%20tentang%20Merek.pdf (アクセス確認: 2019 年 11
月 25 日) 

75 商標等規則法(インドネシア語) (DGIPR): 
 https://dgip.go.id/images/ki-images/pdf-files/merek/uu_pp/bn2134-2016%20-%20Pendaftaran%20Merek.pdf 

 (アクセス確認: 2019 年 11 月 25 日) 
76 国際商標登録に関する規則(インドネシア語) (DGIPR): 
 https://dgip.go.id/images/ki-images/pdf-files/merek/uu_pp/pp22-

2018bt%20-%20MADRID%20PROTOCOL.pdf (アクセス確認: 2019 年 11 月 25 日) 
77 商標法(英語) (インドネシア法人権省): 
 http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/terjemahan/38.pdf  (アクセス確認: 2020 年 1 月 10 日) 
78 国際商標登録に関する規則(日本語) (JETRO): 
 https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/idn/ip/pdf/201904_7.pdf  (アクセス確認: 2020 年 1 月 10 日) 
79 Madrid Member Profiles Database (WIPO): 
 https://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#/ (アクセス確認: 2019 年 12 月 23 日) 
 



- 46 - 

の複数の組み合わせによる標識である。（商標法 1 条(1), 政令 1 条(1)）。 
 
商品商標とは、個人または複数の者が共同で又は法人によって取引される商品が、

同類の他の商品とを区別できるよう使用される商標をいう（商標法 1 条(2)）。 
 
役務商標とは、個人又は複数の者が共同でまたは法人によって使用される役務が、

他の同類の役務と区別できるよう使用される商標をいう（商標法 1 条(3)）。 
 
団体商標とは、他の同種の商品及び／あるいは役務と区別するために、複数の人ま

たは法人が合同で取り扱う商品または役務及びその管理の性質、一般的特徴、品質に

関して同一の特徴を有する商品及び／あるいは役務に用いられる商標である（商標法

1 条(4), 政令 1 条(2)）。 
 
商標権とは、該当商標を自ら使用し、または他者に対してその使用許諾を付与する

ための、一定の期間につき登録商標権者に対して国家が付与する排他的権利、と定義

されている（商標法 1 条(5)）。 
 
 
３．出願時の留意点（方式要件等） 
 
 国際登録出願においてインドネシアを領域指定する場合、次の点に留意する。 
 
（１）保護の対象となる標章 
  インドネシアでは、文字、図形、色の組合せ等の平面や立体、音声、ホログラム、

またはそれらの要素が二つ以上組み合わさった形の商標、及び団体標章が保護対象

となる（商標法 2 条(3)、46 条(1)）。匂いの標章（smell marks）や色のみからなる

標章、証明標章（certification marks）については保護対象外とされる。80。 
 
（２）標章の説明に関する要件 
  標章が立体形状である場合は、願書（MM2）に立体商標である旨記す（第 9 欄

「MISCELLANEOUS INDICATIONS（その他の表示）」(d)の「Three-dimensional 
mark」ボックスへのチェック）とともに、その商標の形状の特性を現した商標見本

を貼付すること）。 また、商標が音声の場合は、願書（MM2）に音響商標である旨

                                                   
80 現地代理人から得た情報及び DGIPR 審査官へのヒアリング結果に基づき作成 
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記す（第 9 欄「MISCELLANEOUS INDICATIONS（その他の表示）」(d)の「Sound 
mark」ボックスへのチェック）と共に、楽譜もしくは言葉による音の説明が必要と

なる。なお、音声ファイルの提出を求める暫定的拒絶理由通知がなされるので、名

義人が選定するインドネシア国内の代理人（以下、「現地代理人」）を通じてインド

ネシア知的財産総局（DGIPR）に提出する。音声ファイルは MP3 形式である81。 
 
（３）商標所有権宣言書 

インドネシアの国内出願には、出願時に商標の所有宣言書（出願に係る商標は

出願人が正当所有者であり、他人の商標を実質的に模倣したものではないことを

宣言するもの）の添付が求められるが（商標法 4 条(8)）、国際登録出願において

は同書の添付は不要である82。 
 
（４）団体標章 

 団体商標（collective marks）の登録出願は，当該商標が団体商標として使用さ

れることが確実に証明される場合に限り受入れられる（商標法 46 条(1)）。 
団体商標に基づく国際登録出願に関しては、団体商標の使用規則の写しとインド

ネシア語の翻訳の添付が求められる（政令 16 条(1)）。使用規則には最低限、以下

に関する規則が含まれていること（商標法 46 条(3)）。 
a. 製造、販売する商品／役務の特性、一般的特徴や性質 
b. 団体商標使用の監視について 
c. 団体商標の使用規則違反に対する罰則について 

  これらは、国際登録の通報日 から遅くとも 3 ヵ月の期間内にインドネシア知的

財産総局（DGIPR）に提出しなければならない。期間内に提出しなかった場合、国

際登録は拒絶される（政令 16 条(2, 3)）。 
 
（５）分類 
  インドネシアでは多区分による出願が可能である（商標法 6 条(1)） 
  インドネシア知的財産総局（DGIPR）では、現行のニース国際分類（Nice 

Classification）が適用されている。 
  なお、ニース国際分類の類見出し（Class Headings）及び、類見出しの個々の用

語を用いることが認められている83。 

                                                   
81 DGIPR 審査官へのヒアリング結果に基づき作成 
82 現地代理人から得た情報に基づき、作成 
83 WIPO Madrid Member Profiles https://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#/ （「Information on 

classification practices」の欄） 
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  インドネシアにおいて許容される商品・役務名等は、インドネシア知的財産総局

（DGIPR）のウェブサイト上で確認できる84。（後述の「インドネシアにおいて有

効な指定商品・役務名を確認するサイト」参照） 
 
（６）文字 
  標章が非標準文字（アルファベット等のラテン文字以外）85を含む場合には、標

章の意味、翻訳（translation）、音訳（transliteration）が求められる86。国際登録

出願の場合は、願書（MM2）第９欄の「MISCELLANEOUS INDICATIONS（そ

の他の表示）」への記載が求められる。 
  
（７）出願番号 
  インドネシア知的財産総局（DGIPR）は、国際登録に対し出願番号を付与する。

国内法に基づく出願の場合は、「商標出願区分文字＋00＋暦 4 桁＋連続数字 6 桁」 
    D：新規商品商標出願、R：更新商品商標出願、J：新規役務商標出願 

V：更新役務商標出願87 
国際登録の場合は、「商標出願区分文字（M）＋00＋暦 4 桁＋連続数字 7 桁」 

 
（８）手数料 
  国際登録出願関連の手数料として、インドネシアでは個別手数料（1 区分あたり

144 スイスフラン）が採用されている88。 
 
（９）その他 
  以下の具体的要件についても求められる。 

・複数の色（色彩）を有する商標に関しては、色を商標の構成要素とすることが

できる89。国際登録出願の願書（MM2）第８欄の「COLOR(S)CLAIMED（色彩

に係る主張）」への記載が必要である。 
・使用の意思表明等は求められていない90 
・出願書類の補正は、名義人による、商品及び役務の一覧表の減縮の記録の請求

                                                   
84 WIPO Madrid Member Profiles（「Information on databases of acceptable terms for classification of goods 

& services」の欄） 
85 DGIPR 審査官へのヒアリング結果に基づき作成 
86 WIPO Madrid Member Profiles（「Requirements for representation of mark」の欄） 
87 工業所有権情報・研修館（INPIT）新興国等知財情報データバンク「インドネシアにおける商標関連番号フォ

ーマット」https://www.globalipdb.inpit.go.jp/statistics/10325/ 
88 WIPO Madrid Information Notices (No.22/2017) 
89 現地代理人から得た情報に基づき、作成 
90 WIPO Madrid Member Profiles（「Requirement of intention to use, and form in which such intention 

must be submitted (where applicable)」の欄） 
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書（MM6）の提出、もしくはインドネシア知的財産総局（DGIPR）からの通知に

応答する形での、現地代理人を通じた指定商品・役務の補正が可能である91。 
 
 
４．審査 
 
（１）実体審査の概略 
  インドネシア知的財産総局（DGIPR）における実体審査を含む一連の手続の概略

は、次のとおりである。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
91 現地代理人及び DGIPR 審査官へのヒアリング結果に基づき作成。なお、通常の国内出願に関しては、指定商

品・役務の補正は不可（商標法第 18 条） 

(公開から 2 ヵ月以内) 

登録の公告 

拒絶の決定 
(R18ter(3)) 
(Art. 24.6) 

 

保護の決定

(R18ter(1)(2)) 
 

暫定的拒絶通報 
(R17(1)) 

(領域指定の通知から 18 ヵ月以内)* 
 

訴えの提起 
審判（商標審判委員会） 

実体審査 応答 

訴えの提起 
（商事裁判所） 

出願公開 
（公報発行） 

異議申立 
異議手続 

保護認容 
拒絶 

拒絶 

平均 1 ヵ月 

R18ter(4) 

保護認容 

国際登録の出願 
（事後指定含む） 

国際登録の領域指

定の通知 

名義人 WIPO 国際事務局 
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※注: R16(1)・・標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則（以下、「議定書

共通規則」という。）16(1)の例外適用あり 
※  R17(1)・・議定書共通規則 17(1) 
   R18bis・・議定書共通規則 18 の 2 
   R18ter(1)(2)(3)・・議定書共通規則 18 の 3(1)(2)(3) 

 
  インドネシア知的財産総局（DGIPR）は、WIPO 国際事務局からインドネシアが

領域指定された旨の通知を受け取ると、商標法の規定に基づき 15 日以内に国際登

録について公開を行う（政令 10 条(2, 3)）。DGIPR のウェブサイトで、通常週 2 回

のペースで公開される92。上記を始めとする WIPO 国際事務局からの各種通知は、

英語でなされる93。 
 

公開期間中、利害関係を有する全ての者が、国際登録に対して異議を申し立てる

ことができる（政令 11 条(1)）。 
 
  実体審査は、異議申立がなされたか否かによらず、いずれの国際登録に対しても

行われる（政令 12 条(1)）。審査は、国内出願同様、延期する理由のない限り 150 日

以内に終え、審査結果としてのファーストアクションを WIPO 国際事務局に通知

することとなっている。94審査結果は登録または拒絶、いずれの可能性もあり得る

（政令 13 条(1)）。 
 
  国際登録が拒絶理由に該当する場合、インドネシア知的財産総局（DGIPR）は、

WIPO 国際事務局に対して、暫定的拒絶通報を送付する（政令 15 条(1)）。なお、拒

絶通報は、国際登録の全部または一部についてなされる可能性がある95。 
  拒絶理由としては、異議申立に基づく拒絶理由と、通常の（異議申立のない）実

体審査に基づく拒絶理由があり得る。 
 
  国際登録が拒絶理由に該当しない場合、または名義人の応答により拒絶理由が解

消された場合、インドネシア知的財産総局（DGIPR）は、当該国際登録に係る標章

を登録し、商標権による保護を与え、保護認容の声明を WIPO 国際事務局に送付す

る。WIPO 国際事務局では同声明を国際登録簿に記録し、名義人に通報する（議定

書共通規則 18 の 3(1)(2)(5)）96。 

                                                   
92 現地代理人及び DGIPR 審査官へのヒアリング結果に基づき作成 
93 WIPO Madrid Member Profiles（「Language in which Office issues notifications」の欄） 
94現地代理人及び DGIPR 審査官へのヒアリング結果に基づき作成 
95 WIPO Madrid Member Profiles（「Partial ex officio provisional refusals」の欄） 
96 議定書共通規則 18 の 3(1)に基づく通知の発出については、マドリッド協定及び同協定議定書に基づく標章の
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（２）審査内容 
 インドネシア知的財産総局（DGIPR）は、商標法の規定に基づき国際登録が次の不

登録事由もしくは拒絶理由に該当するか否かについての審査を行う（政令 12 条(2)）。 
 
① 不登録事由 
・国家のイデオロギー、法規、道徳規範、宗教、倫理、公序良俗に反するもの（商

標法 20 条） 
・国家または国内もしくは国際機関の名称または略称、旗、紋章、シンボルまた

は象徴を模倣する、またはこれと類似するもの（但し、管轄当局の書面による

同意がある場合を除く）（商標法 21 条(2)） 
・国家または政府機関によって使用される公的な標識、印章または証印を模倣す

る、またはこれと類似するもの（但し管轄当局の書面による同意がある場合を

除く）（商標法 21 条(2)） 
・登録済みの地理的表示（商標法 21 条(1)） 

 
② 絶対的拒絶理由 
・登録対象の商品・役務と同じ名称、これを説明するもの、またはその単なる言

及に過ぎないもの（商標法 20 条） 
・登録対象の商品／役務の出所、品質、形式、大きさ、品種、またはその使用目

的について、公衆を誤認させる可能性のある要素を含んでいるもの、または同類

の商品／役務に対し保護対象となっている植物品種の名称（商標法 20 条） 
・生産された商品／役務の品質、便宜または効能と一致しない情報を含んでいる

（商標法 20 条） 
・識別性を有していないもの（商標法 20 条） 
・一般名称、公有財産の象徴に該当するもの（商標法 20 条） 

 
③ 相対的拒絶理由 
・同種の商品・役務に関して既に登録または出願されている、他者の所有する商

標（商標法 21 条(1)） 
・同類の商品・役務に関して、他者の所有する周知商標（商標法 21 条(1)） 
・特定の条件を満たす、同じ種類ではない商品・役務に関して他者の所有する周

                                                   
国際登録に関するガイド(平成 30 年版)(日本語仮訳)(日本国特許庁): パートＢ第Ⅱ章:国際手続 26.01、26.02
及び 26.06 参照 

  https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/kisoku/document/mpro_guide/part_b2.pdf (アクセス確認: 
2019 年 2 月 27 日) 
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知商標（商標法 21 条(1)） 
・有名人の名前、略称、写真または他者が所有する法人の名称に相当する、また

はこれらと類似するもの（但し、正当な権利者の書面による同意がある場合を

除く）（商標法 21 条(2)） 
 

④ その他 
悪意により出願された商標は拒絶される（商標法 21 条(3)） 
 

（３）暫定的拒絶通報の見本と翻訳、内容の説明（使用言語） 
  インドネシアにおける暫定的拒絶通報には、以下 3 通りがあり得る97。 
  ・実体審査に基づくもの 
  ・異議申立に基づくもの 
  ・実体審査と異議申立双方に基づくもの 
  また、暫定的拒絶通報には、インドネシアを領域指定した国際登録の全体に対し

て行われる全部拒絶と、インドネシアを領域指定した国際登録の一部（例えば、一

部の指定商品または指定役務）に対して行われる一部拒絶が存在する98。 
  なお、暫定的拒絶通報は、英語で行われる。  

                                                   
97 次頁の暫定的拒絶通報見本内の「4. Type or provisional refusal」の欄参照 
98 WIPO Madrid Member Profiles（「Partial ex officio provisional refusals」の欄） 
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暫定的拒絶通報の例は、次のとおりである。 
 

 

・連絡先情報 

・標章 

・国際登録番号 

・名義人名 

・暫定的拒絶 
 の種類 
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・該当する 
拒絶理由 

 

・拒絶対応に係る 
応答期限 

・担当審査官の 
 氏名、署名等 

・知的財産総局内データベースに記録されていることを示す 
本件書誌情報等へのリンク 

・対応する主要な条文 
（別添 1 を参照） 
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別添 1 インドネシア商標法抜粋 
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５．暫定的拒絶通報を受領した場合の国際登録出願名義人の応答手続 
 
（１）暫定的拒絶通報への対処 
  インドネシア知的財産総局（DGIPR）からの暫定的拒絶通報を受けた場合、その

暫定的拒絶が全部拒絶に基づく場合は、DGIPR への応答が必須であるが、一部拒

絶に基づく場合は、必ずしも必要ではない（応答しない場合は、当該暫定的拒絶理

由にて指摘された、指定商品・役務が減縮された上で保護が認容される）。 
 
（２）暫定的拒絶通報への応答手段 

暫定的拒絶通報に対し名義人は、商標法の規定に基づき書面にて意見書を送付す

ることができる。その期間は、暫定的拒絶通報が送付された日から 30 日以内で、

当該期間は、WIPO 国際事務局が暫定的拒絶通報を名義人に対して送付した日から

起算される99。名義人が当該応答期間の延長を求めることはできない。 
意見書は、名義人の現地代理人を通じてのみ提出可能である。意見書に対する最

終決定は WIPO 国際事務局に送付される（政令 15 条(2～5)）100。 
 
（３）現地代理人の必要性の有無 
  名義人は、インドネシアを領域指定した国際登録に関する手続を行う際、現地代

理人を選任し、現地代理人を通して手続する必要がある。 
 
（４）国際登録出願名義人本人が現地代理人なしでできる手続 
  上述のとおりインドネシアを領域指定した国際登録に関する手続については、原

則、現地代理人を通して行う必要がある101が、暫定的拒絶通報が一部拒絶であり、

その対応が指定商品・役務の減縮のみである場合は、名義人から直接 WIPO 国際事

務局に対し、商品及び役務の一覧表の減縮の記録の請求書（MM6）を提出すること

で手続きできる102。なお、名義人は、インドネシア知的財産総局（DGIPR）に、

MM6 の提出と同時に、その旨を madrid.indonesia@dgip.go.id. に通知することが

できるが、必須ではない103。 
 
 
                                                   
99 WIPO Madrid Member Profiles（「Calculation of time limit to respond to ex officio provisional refusal」の

欄） 
100 WIPO Madrid Member Profiles（「Option to extend time limit to respond to ex officio 

provisional refusal.Requirements for extension of time limit」の欄） 
101 WIPO Madrid Member Profiles（「Requirements for responding to ex officio provisional refusal」の欄） 
102 WIPO Madrid Member Profiles（「Option to review or appeal ex officio provisional refusal」の欄） 
103 現地代理人から得た情報に基づき、作成 
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（５）暫定的拒絶通報に対し直接応答しない場合または直接応答後も拒絶理由が解消

しない場合の拒絶確定までの概略 
  名義人が暫定的拒絶通報に応答しない場合、または応答したが拒絶理由が解消さ

れなかった場合、インドネシア知的財産総局（DGIPR）は、当該国際登録の拒絶を

決定し、その旨の声明を WIPO 国際事務局に送付する。WIPO 国際事務局では同

声明を国際登録簿に記録し、名義人に通報する（議定書共通規則 18 の 3(3)(5)）。 
 
（６）情報提供 
  インドネシア知的財産総局（DGIPR）への第三者による情報提供が認められてい

る104。手続は現地代理人によりインドネシア語で行われる必要がある。当該情報は

審査における主要な文書として取り扱われる。 
 
（７）その他、留意事項 
  暫定的拒絶通報への応答の際には、以下の点についても留意する。 
  ・応答は、インドネシア語にて行う必要がある。 
  ・応答に際し、手数料は不要である。 
  ・応答に際し、特定の書式は存在しない。 
  ・応答期間の延長は認められない105。 
 
 
６．拒絶理由解消後または拒絶理由が存在しない場合の登録までの概略 
 
  審査官が、国際登録について拒絶理由に該当するか否かについての審査を行い、

拒絶理由に該当しないまたは拒絶理由が解消されたと判断した場合、インドネシア

知的財産総局（DGIPR）は、当該国際登録に係る標章を登録し、商標権による保護

を与える（議定書共通規則 18 の 3(1)(2)）106。 
  国際登録の実体審査の結果が登録査定だった場合、以下がなされる（政令 14 条）。 

a. WIPO 国際事務局への保護認容声明の送付 
b. 商標証の発行 

                                                   
104 WIPO Madrid Member Profiles（「Admissibility of third party observations」の欄） 
105 WIPO Madrid Member Profiles（「Option to extend time limit to respond to ex officio provisional refusal. 

Requirements for extension of time limit」の欄） 
106 議定書共通規則 18 の 3(1)に基づく通知の発出については、マドリッド協定及び同協定議定書に基づく標章の

国際登録に関するガイド(平成 30 年版)(日本語仮訳)(日本国特許庁): パートＢ第Ⅱ章:国際手続 26.01、26.02
及び 26.06 参照 

  https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/kisoku/document/mpro_guide/part_b2.pdf (アクセス確認: 
2019 年 2 月 27 日) 
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c. 商標公報における公表 
 

  なお、中間のステータス発行については、行われていない107。 
  

                                                   
107 WIPO Madrid Member Profiles（「Communication of interim status of mark」の欄） 
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保護認容の声明の例は、次のとおりである。 
 

 

・議定書共通規則 18 の 3(1)に基づく 
保護認容声明である旨の表示 

・連絡先情報 

・国際登録番号 

・標章 

・名義人名 

・指定された全ての商品・役務に 
保護が与えられた旨の表示 

・担当審査官の 
 氏名、署名等 

・知的財産総局内データベースに記録されていることを示す 
商標証情報等へのリンク 
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併せて、前ページの QR コードから、以下商標証情報へのアクセスも可能である。 

 
 
なお、上記リンク先情報をもって権利行使を行うことはできない108。 
 
 
７．登録 
 
 国際登録の実体審査の結果が登録査定だった場合、以下がなされる（政令 14 条）。 

a. WIPO 国際事務局への保護認容声明の送付 
b. 商標証の発行 
c. 商標公報における公告 または 

  国際登録に基づく商標権の存続期間は、国際登録日から 10 年間である（政令 17
条）。 

 
  商標登録後発行される商標証書は、インドネシア知的財産総局（DGIPR）ウェブ

サイトにて取得可能であり、以下が記載されている（商標法 25 条）109。 
・登録商標所有者の氏名と住所 
・現地代理人を通して出願された場合は、現地代理人の氏名と住所 
・受理日 
・優先権を使用して出願された場合は、最初に出願が受理された日付と国名 
・登録された商標の区分、色彩要素を使用している場合はその色彩、外国語、英

                                                   
108 DGIPR に確認 
109 DGIPR 審査官へのヒアリング結果に基づき、作成 
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文字以外の文字、またはインドネシア語では通常使用されない番号、英文字

と数字、並びに英文字での綴りと発音 
・登録番号と日付 
・登録された商品／役務の区分と分類 
・登録商標の有効期限 
 
インドネシア知的財産総局（DGIPR）は、商標証（certification of mark）の

電子証書を DGIPR ウェブサイトに掲載しており、名義人は、同サイトよりダウ

ンロードすることで取得可能である110。 
 
なお、各当事者は、商標証書の公認抄録を申請することができる（商標法 26 条）

が、本証明はインドネシア知的財産総局（DGIPR）ウェブサイトからダウンロー

ド可能であるため、申請は特に必要とはされていない111。また前述「６．拒絶理

由解消後または拒絶理由が存在しない場合の登録までの概略」の様式見本内の「8. 
Signature by the Office（DGIPR による署名）」欄にある QR コードからもアク

セス可能である。 
 

公報は、商標登録後または登録商標に修正があった後に掲載される。現在、紙

媒体の公報は発行されておらず、インドネシア知的財産総局（DGIPR）ウェブ

サイトにて確認することができる。112 
 
 
８．登録後の注意事項 
 
（１）登録された標章の実際の使用の宣言 
  インドネシアを領域指定した国際登録に関しては、国内商標出願時に求められる、

実際の使用の宣言（declaration of actual use）を、提出する必要はない（更新登録

時も同様）113。 
   
 
 

                                                   
110 現地代理人から得た情報に基づき、作成 
111 WIPO Madrid Member Profiles（「Issuance of certificate after grant of protection」の欄）及び、DGIPR

審査官へのヒアリング結果に基づき追記 
112 DGIPR 審査官へのヒアリング結果に基づき、作成 
113 WIPO Madrid Member Profiles（「Requirements for actual use of mark」の欄） 
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９．異議 
 
（１）異議申立人としての立場からの留意事項 
 インドネシアを領域指定した国際登録について、利害関係人は、異議申立てを行う

ことが可能である（政令 11 条(1)）。 
 
 異議の申立てに際しては、以下の点に留意する。 
 
① 申立人適格 

  当該申立ては、利害関係人であれば請求することができる（政令 11 条(1)）。 
 
② 異議理由・条件 

  当該商標が、法律により登録できない、または拒絶される商標であることの証拠

を伴った十分な理由がある場合に申立可能である（政令 11 条(3)）。具体的には、以

下のいずれかに該当する場合は、異議理由が存在すると判断される（商標法 16 条

(2)）。 
  ・不登録事由に該当しない。 
  ・絶対的拒絶理由）に該当する。 
  ・相対的拒絶理由に該当する。 
  ・悪意により出願された商標に該当する。 
 
③ 時期 

  当該申立てについては、公開期間中（公開から 2 ヵ月以内）に行うことができる

（政令 11 条(1)）。 
 
④ 手続 

  当該申立ては、インドネシア知的財産総局（DGIPR）に対して行う。申立手続は、

書面で、複本 2 部と共に提出する（政令 11 条(2)）。英語またはインドネシア語で行

い、所定の手数料（100 万ルピア）の支払いが求められる114。 
  また、異議申立てを行うためには、現地代理人が必要となる115。 
 

 
 

                                                   
114 DGIPR ウェブサイト・料金表 https://dgip.go.id/tarif-merek  (アクセス確認: 2020 年 1 月 10 日) 
115 WIPO Madrid Member Profiles（「Requirements to file opposition」の欄） 
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（２）出願人・名義人としての立場からの留意事項 
 異議の申立てがなされた場合、出願人・名義人は、以下の点に留意する。 
 
① 異議申立の通知 

異議申立提起の事実は、インドネシア知的財産総局（DGIPR）から名義人または

現地代理人に通知がなされない116。 
  
② 実体審査における効果 

提起された異議内容は、当該出願に対する実体審査における判断材料として用い

られる（商標法 23 条(2)）。 
 
③ 暫定的拒絶通報への対処 

  インドネシア知的財産総局（DGIPR）からの暫定的拒絶通報を受けた場合、その

暫定的拒絶が全部拒絶に基づく場合は、DGIPR への応答が必須であるが、一部拒

絶に基づく場合は、必ずしも必要ではない（応答しない場合は、当該暫定的拒絶理

由にて指摘された、指定商品・役務が減縮された上で保護が認容される）。 
 
④ 暫定的拒絶通報への対処期間 

名義人は、WIPO 国際事務局により異議申立てに基づく暫定的拒絶通報が行わ

れた日から 30 日以内に当該通報に対して応答する必要がある117。当該期間につい

ての延長は認められない。異議申立てに基づく暫定的拒絶通報の通報期限について

は、WIPO 国際事務局からインドネシア知的財産総局（DGIPR）への領域指定に

係る通報より、18 ヵ月とされている。 
 
⑤ 手続 

  応答はインドネシア知的財産総局（DGIPR）に対し、現地代理人を通して行う必

要がある。但し、暫定的拒絶通報が一部拒絶であり、指定商品・役務の減縮のみで

対応出来る場合は、名義人から直接 WIPO 国際事務局に対し、商品及び役務の一覧

表の減縮の記録の請求書（MM6）を提出することで手続きできる118。なお、名義人

は、インドネシア知的財産総局（DGIPR）に、MM6 の提出と同時に、その旨を 
madrid.indonesia@dgip.go.id. に通知することができるが、必須ではない119。 

 
                                                   
116 DGIPR 審査官へのヒアリング結果に基づき、作成 
117 WIPO Madrid Member Profiles（「Time limit for holder to respond to opposition」の欄） 
118 WIPO Madrid Member Profiles（「Option to review or appeal ex officio provisional refusal」の欄） 
119 現地代理人から得た情報に基づき、作成 
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⑥ 応答しない場合の効果 
名義人が当該異議申立てに基づく暫定的拒絶通報に応答しない場合は、拒絶が

確定する。 
 
 
１０．審判請求・取消等 
 
（１）審判請求 

実体審査に基づく拒絶の決定に対し不服を有する場合、審判請求を提出することが

できる（商標法 28 条(1)）。 
 
① 手続 
審判請求は有料（300 万ルピア）120で、拒絶決定の通知送達日から数えて 90 日以

内に、出願人または現地代理人から商標審判委員会宛に書面を提出する。商標審判委

員会の決定は、審判請求書が受理された日付から 3 ヵ月以内になされる（商標法 28
条(2), 29 条(1), 30 条(1)）。 

 
② 上訴 
商標審判委員会によって審判請求が認められた場合、商標証を発行される。一方、

同委員会が審判請求を拒絶した場合、当該拒絶決定の通知の受領日から起算して 3 ヵ

月以内に、商務裁判所に審判請求拒絶決定に対する訴訟を起こすことが可能である。 
商務裁判所における判決に対しては、上告することが可能である（商標法 30 条(3), 

(4)）。 
 
③ 審判未請求の取り扱い 
拒絶の決定がなされた出願で、審判請求が提出されなかった場合は、拒絶の決定が

出願人により受入れられたものとみなされる（商標法 29 条(2)）。 
 
（２）取消・抹消 
 国際登録に基づく商標は、取消または抹消を行うことができ、それらは商標法の規

定に従って行われる（政令 25 条(1), (2)）。 
 
 

                                                   
120 DGIPR ウェブサイト・料金表 https://dgip.go.id/tarif-merek 
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Ａ．取消 
 インドネシアにて登録を認められた標章について、その取消を求め提起することが

可能である（商標法 76 条(1)）。 
 
 取消訴訟に際しては、以下の点に留意する。 
 
① 請求人適格 

  当該請求は、関係当事者によって求めることができる（商標法 76 条(1)）。 
 
② 取消理由 

商標の不登録事由、絶対的拒絶理由、相対的拒絶理由に基づく事由に関し、求め

ることが出来る（商標法 76 条(1)）。 
 
③ 時期 
当該手続については、商標証に記載の国内の登録日から起算して 5 年以内であれ

ば提訴することができる。但し、悪意のある商標や不登録事由に基づく商標の取消

訴訟の提訴期間は無期限である（商標法 77 条(1,2)）。 
 
④ 手続 

  当該手続は、商務裁判所に対し提訴することで行う（商標法 76 条(3)）。 
 
⑤ 上告 

  商務裁判所の判決に対しては、上告が可能である（商標法 78 条(1)）。 
 
Ｂ．抹消 
 インドネシアにて登録を認められた商標について、以下に基づく抹消の申請・実施

が可能である。 
・商標権者自身による抹消申請 
・インドネシア知的財産総局（DGIPR）による抹消の実施 
・当該商標の不使用に基づく第三者による抹消申請 

 
ここでは、上記中、不使用に基づく第三者による抹消申請に関し、留意点等を示す。 
 
① 請求人適格 

当該請求は、関連する第三者により請求することができる（商標法 74 条(1)）。 
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②取消理由 
商標証に記載の国内の登録日または最終の使用日から起算して継続 3 年間、商

品／役務の取引に使用されていないことを事由として、商事裁判所に提訴という形

で求めることが出来る。但し、上記商標が使用されなかった事由が次のいずれかに

よる場合は適用されない。 
・輸入禁止； 
・当該商標を使用した商品取引許可に関する禁止、または権威ある者による 
一時的な決定； 

・政令によって定められたその他の禁止令 
（商標法 74 条(1,2)） 

  
③時期 

  当該手続の時期については、制限は設けられていない。 
 
④手続 

  当該手続は、商事裁判所に対し提訴することで行う（商標法 74 条(1)）。 
 

⑤効果 
  当該手続にて取消と判断された場合、標章は取り消される。また、当該標章の抹

消は、商標公報に記録され公告される（商標法 74 条(3)）。 
 
 
１１．権利行使 
 
（１）権利の発生時期、条件 
 国際登録に基づく商標に対する法的保護は、国際登録日から 10 年間与えられる

（政令 17 条）。 
 また、商標証は電子商標証としてインドネシア知的財産総局（DGIPR）ウェブサ

イトにて掲載されており、権利行使のために紙媒体の商標証を DGIPR に対し申請・

取得する必要はない。上記電子商標証をダウンロードすることで、それにより権利

行使も可能である121。 
 

                                                   
121 DGIPR 審査官へのヒアリング結果に基づき作成 
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（２）侵害訴訟の提起（差止請求・損害賠償） 
登録商標の所有者またはライセンシーは、同じ種類の商品／役務に、主要部または

全体が類似した商標を、権限なく使用した第三者に対して次のような形の訴訟を商事

裁判所に提起することができる。（商標法 83 条(1)） 
・損害賠償請求；及び 
・当該商標の使用に関する全ての行為の差止め 
訴訟は、著名商標の所有者も提起可能である。 
 
審理が進行中である間に、損害を拡大させないため、原告である商標の所有者／

ライセンシーは、裁判官に、当該商標を権限なく使用した生産、供給、及び販売の

差止めを請求することが出来る。（商標法 84 条(1)） 
被告が権限なく商標を使用した商品の引き渡しも求められた場合、裁判官の判決

が確定し法的拘束力を有した後、裁判官は当該商品の引渡しまたは商品の価額の支

払いの履行を命じることが出来る。（商標法 84 条(2)） 
 
 

１２．マドリッド協定議定書に基づく国際登録に特有な制度の取扱い 
 
（１）国際登録による国内登録の代替 
  インドネシアを領域指定した国際登録の名義人は、国内登録の商標を国際登録に

基づく登録商標により代替（replacement）（議定書 4 条の 2）することができる（政

令 28 条(1)）。 
  当該請求は、以下の条件を満たす必要がある（政令 28 条(2)）。 

a. インドネシアを指定した国際登録の前に既に登録された商標である 
b. 商標の所持者が国際登録の権利者と同一である 
c. 登録された商標が国際登録と全体において同一性を有している 
d. 登録された商標の商品及び／あるいは役務の種類が、国際登録内にも存在

する 
代替の申請は、費用（100 万ルピア／区分122）を課された上で書面で提出する。 

インドネシア知的財産局（DGIPR）は、代替について WIPO 国際事務局に通報す

る（政令 28 条(3,4)）。 
 
 

                                                   
122 DGIPR ウェブサイト https://dgip.go.id/tarif-merek  (アクセス確認: 2020 年 1 月 10 日) 
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（２）国際登録の国内出願への変更 
  本国での基礎登録または基礎出願の保護の終了により取り消された国際登録は、

標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書の規定に基づき、国際登録の国内

出願への変更（transformation）（議定書 9 条の 5）を行うことができる（政令 26
条(1)）。 

  変更の申請は、国際登録の取消日から遅くとも 3 ヵ月の期間内に、名義人当事者

により提出されるものとする（政令 26 条(2)）。 
インドネシアで保護が認められている国際登録に対する変更の申請は、商標公報

により公開される。保護が認められていない国際登録に対する変更の申請は、国際

登録の取消前の最終段階から、その申請の手続を継続し、その後も商標法の規定に

基づき行われる。 
変更による商標登録に対する法的保護は、受理日とみなされる国際登録日から与

えられる。申請には、費用（200 万ルピア／区分123）が課される（政令 26 条(4), 27
条(1～5)）。 

 
 
１３．マドリッド協定議定書に関する宣言 
 
（１）手数料（個別手数料の宣言の有無） 
  インドネシアでは、個別手数料（individual fee）の支払を受けることを希望する

旨の宣言（議定書 8 条(7)(a)）がなされている。具体的には、名義人は、インドネシ

アについて領域指定または事後指定を行う場合、1 区分ごとに 144 スイスフランの

個別手数料の支払いが求められる124。 
  また、更新時には、1 区分ごとに 180 スイスフランの個別手数料の支払いが求め

られる（失効後の猶予期間内に支払う場合は、1 区分ごとに 360 スイスフラン）。 
  なお、個別手数料についての最新情報は、WIPO 国際事務局が提供する

Individual Fees under the Madrid Protocol125にて確認することができる126。 
 
（２）暫定的拒絶通報期間（18 ヵ月）に関する宣言 
  インドネシアでは、暫定的拒絶通報の期間を 18 ヵ月とする旨の宣言（議定書 5

                                                   
123 DGIPR ウェブサイト https://dgip.go.id/tarif-merek  (アクセス確認: 2020 年 1 月 10 日) 
124 WIPO Madrid Information Notices (No.17/2017) 

https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2017/madrid_2017_17.pdf 
125 WIPO Individual Fees under the Madrid Protocol: 
  http://www.wipo.int/madrid/en/fees/ind_taxes.html  
126 WIPO Madrid Information Notices (No.17/2017) 

https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2017/madrid_2017_17.pdf 
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条(2)(b)）がなされている。なお、当該宣言において、当該期間経過後においても異

議申立ての結果に基づく暫定的拒絶通報が行われることがある旨の明示（議定書 5
条(2)(c)）はなされていない127。 

 
（３）使用意思の宣言 
  インドネシアでは、標章を使用する意思の宣言書を要求する旨の通報（議定書共

通規則 7(2)）はなされていない。そのため、名義人は、出願時に標章の使用意思の

宣言を行う必要はない。また、当該標章の権利保護を更新する場合にも、使用の宣

言（declaration of  use of the mark）は求められない（国内商標の場合は必要）128。 
 
（４）ライセンスに関する宣言 
  インドネシアでは、国際登録簿のライセンスの記録が効力を有しない旨の宣言

（議定書共通規則 20 の 2(6)）がなされている。なお、国内法に基づき、同国内に

おいてライセンスの記録を行うことは可能である129。 
 
 
１４．インドネシアの特徴的な制度 
 
（１） 標準文字（standard charactors） 

国際登録出願で標準文字（同じ綴りであれば、フォント・字体等に捉われず同一

として扱う）指定は可能である130。願書（MM2）にて標準文字である旨宣言する

（第 7 欄「標章」（c））。 
 
（２）標章の説明に関する要件 
  標章が立体形状である場合は、願書（MM2）に立体商標である旨記す（第 9 欄

「MISCELLANEOUS INDICATIONS（その他の表示）」(d)の「Three-dimensional 
mark」ボックスへのチェック）とともに、その商標の形状の特性を現した商標見本

を貼付し、すること（商標法 4 条(6)）。 また、商標が音声の場合は、願書（MM2）
に音響商標である旨記す（第 9 欄「MISCELLANEOUS INDICATIONS（その他

                                                   
127 WIPO Madrid Information Notices (No.22/2017) 

https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2017/madrid_2017_22.pdf 
128 WIPO Madrid Member Profiles（「Requirement of intention to use, and form in which such intention 

must be submitted (where applicable)」、「Requirements for actual use of mark」の欄、及び、DGIPR 審

査官へのヒアリング結果に基づき作成） 
129 WIPO Madrid Information Notices (No.17/2017) 

https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2017/madrid_2017_17.pdf 
130 現地代理人から得た情報に基づき、作成 
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の表示）」(d)の「Sound mark」ボックスへのチェック）とともに、楽譜もしくは言

葉による音の説明が必要となる。なお、音声ファイルの提出を求める暫定的拒絶理

由通知がなされるので、現地代理人を通じてインドネシア知的財産総局（DGIPR）

に提出する。音声ファイルは MP3 形式である131。 
 
（３）商標所有権宣言書 

出願には、登録を出願する商標の所有宣言書が添えられていること（商標法 4
条(8)）。所有宣言書は、出願に係る商標は出願人が正当所有者であり、他人の商

標を実質的に模倣したものではないことを宣言するもので、出願人が署名し、イ

ンドネシア語による翻訳が必要となる132。 
但し、国際登録出願に関しては求められない133。 

 
 
  

                                                   
131 DGIPR 審査官へのヒアリング結果に基づき作成 
132 日本国特許庁 HP「世界の産業財産権制度および産業財産権侵害対策概要ミニガイド インドネシア 制度ガ

イド」https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/iprsupport/document/miniguide/Asia_Indonesia_sys.pdf 
133 インドネシア制度有識者（代理人）へのヒアリング結果に基づき、作成 
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１５．インドネシア知的財産総局（DGIPR）のウェブサイト等から入

手可能な情報 
 
（１）インドネシア商標検索システム 
 
参照アドレス： http://en.dgip.go.id/134 
 
検索手順： 
― 検索手順 1 
 インドネシア知的財産総局（DGIPR）のウェブサイトでは、以下の 2 種類の検索エ

ンジンを利用することができる。 
 ・Indonesia IP Database（インドネシア語による検索が主体だが、英語で出願さ

れた国際登録に関しては、英語での検索が可能） 
 ・ASEAN TMview（英語検索可能） 
 
 ここでは、Indonesia IP Database による検索を紹介する。DGIPR の英語トップ

ページの「IPR e-SEARCHING」から「Indonesia IP Database」を選択。 
 

 

                                                   
134 DGIPR ウェブサイト 英語トップページ http://en.dgip.go.id/（アクセス確認：2020 年 1 月 24 日） 
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― 検索手順 2 
Indonesia IP Database のトップ画面（インドネシア語表記のみ）。ここで「Merek
（商標）」を選択する。（他にも、特許、意匠、著作権、地理的表示が検索可能。） 
商標名のテキスト検索であれば、ボックス内に商標名を入力し、検索実行。 
日付・番号等、各種タームも用いた検索（構造化検索）を希望する場合は、ボックス

下の「Pencarian Terstruktur Merek」をクリック。 
ここでは、商標の構造化検索を紹介する。 
※Internet Explore を利用している場合は、下記の画面ではなく、構造化検索の画面が表示される。（2020 年 1 月

24 日現在） 
 

 
 
― 検索手順 3 
構造化検索では、例えば、以下の検索条件の設定を行うことができる。 
 ・番号検索（出願番号、登録番号、公告番号等） 
 ・テキスト検索（商標名、ニース国際分類、指定商品・役務、商標権者） 
 ・日付検索（出願日、登録日、公告日） 
 ・権利者の所在地・国等 
検索画面の各項目はインドネシア語での表記のみ。入力言語はインドネシア語が主体

だが、英語で出願された国際登録に関しては、英語での検索が可能。 
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 ここでは国際登録案件で、指定商品名が米に係る商標の検索を想定してみる。

「Jenis Barang ／ Jasa（指定商品・役務）」の入力欄を選択し、例として、「rice」
を入力し、下欄の「Search All」ボタンをクリックする。 
 

 
 
 
― 検索手順 4 
 検索条件（ここでは、指定商品・役務名に「rice」を含む）に該当する標章が表示

される。 
 表示されている番号（出願番号）の頭文字が「M」の案件は、国際登録出願である

ことを、「D」の案件は、国内出願であることを示している。 
 また、グレーの反転表示はステータスの表示欄であり、「DIDAFTER」は登録、

「DALAM PROSES」は審査中であることを示している。なお、国際登録出願の案件

に関しては、本表示欄への記載はなされない。 
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下にスクロールすると、右の余白に選択肢や情報が表示される。 
（※Internet Explore を利用している場合は表示されない。） 
 
主な表示項目 
 □Didaftar（登録） 
 □Dalam Proses（審査中） 
 □Ditarik Kembari（取下） 
 □Ditolalk（拒絶）  □Dibatalkan（取消） 
 □Dihapus（抹消）  □Berakhir（満了） 
Hasil Pencarian Per Negara（国別の検索結果） 
Total Permohonan（出願総数） 
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― 検索手順 5 
ここでは、「Didaftar（登録）」にチェックを入れる。チェックを入れると数秒後に

自動的に画面が「Didaftar（登録）」の検索結果に変わる。 
 

 
 
各検索結果の標章名等をクリックすると、該当する案件の詳細情報を閲覧すること

ができる。 
 
 主な表示項目 
 ・NOMOR PENDAFTARAN（登録番号） 
 ・TANGGAL PENDAFTARAN（登録日） 
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・STATUS（ステータス・審査経過） 
 ・GAMBAR（図形標章） 
 ・NOMOR PENGUMUMAN（公告番号） 
 ・TANGGAL PENGUMUMAN（公告日） 
 ・NOMOR PERMOHONAN（出願番号） 
・TANGGAL PENERIMAAN（出願日） 
・TANGGAL DIMULAI PELINDUNGAN（保護期間開始日） 
・TANGGAL BERAKHIR PELINDUNGAN（保護期間終了日） 

・Translasi（標章名の翻訳） 
 ・Kelas Nice（ニース分類、指定商品・役務名） 
 ・Prioritas（優先権） 
 ・Pemilik（出願人・権利者） 
 ・Konsultan（現地代理人） 
 
 
 
 

 
 
 

登録番号 

登録日 

審査経過 

公告番号 公告日 

出願日 
出願番号 

保護期間開始日 保護期間終了日 

公報 A 

公報 B 

図 
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（２）インドネシアにおいて有効な指定商品・役務名を確認するサイト 
 
参照アドレス： http://en.dgip.go.id/135  

 
 前述のとおり、インドネシア知的財産局（DGIPR）では、現行のニース国際分類が

適用され136、実務においてもニース国際分類が利用されている。ここでは、インドネ

シア知的財産局（DGIPR）が提供するサイトを用いて、インドネシアにおいて有効な

指定商品等を確認する手順を紹介する（インドネシア語検索のみ）。 
 
確認手順： 
― 確認手順 1 
 インドネシア知的財産局（DGIPR）の「e-INFORMATION」から「Trademark 
Classification System(NICE)」を選択。 

                                                   
135 DGIPR ウェブサイト 英語トップページ http://en.dgip.go.id/（アクセス確認：2020 年 1 月 24 日） 
136 詳細は、本報告書「Ⅰ.インドネシア 3.出願時の留意点(方式要件等)(4)分類」を参照 

標章名の

翻訳 

ニース 
分類 

優先権 

出願人 
・権利者 

代理人 

指定商品・役務 

区分 

番号 

氏名 

氏名 

日 

住所 

住所 

国籍 

国籍 

国 
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- 80 - 

 
― 確認手順 2 
 本画面にて、検索条件の設定を行う。ボックス内に指定商品・役務名を入力し、検

索が可能。 
 ここでは例として、指定商品・役務名に「beras（米）」を含むものを検索する。イ

ンドネシア語による検索のみ可能である点に留意すること。 
 
 ボックス内に「beras」と入力し、「go」ボタンをクリックする。 
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 検索条件（ここでは、商品・役務名に「beras」を含む）に該当する指定商品・役務

の名称とそれらが属する区分（kelas）が表示される。 
 
 

 
 
  



- 82 - 

また、左フレームにある各区分（kelas）をクリックすると、区分の説明と、当該区分

に含まれる指定商品・役務名の例が表示される。 

 

 


